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¡ １ 法人等による不当な寄附の勧誘の禁止
¡ ➜ 組織的な勧誘が対象なので、個人による勧誘は対象外

¡ ２ 不当な寄附の勧誘を行う法人等への行政上の措置
¡ ３ 法人等からの寄付の勧誘を受ける者の保護

Ⅰ 法律の目的



Ⅱ 法人等による

¡ １ 対象は「法人等による」寄附の不当な勧誘
¡ ２ 「法人等」とは
¡ ⑴ 法人
¡ ㋑ 宗教法人、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、など
¡ ㋺ 社会福祉法人、学校法人、医療法人、株式会社、など
¡ ㋩ 国、都道府県、市町村、財産区、独立行政法人、など
¡ ㋥ 宗教目的の寄附に限らない
¡ ㋭ 地方自治体の寄附、学校の寄附、老人ホームの寄附、など



Ⅱ 法人等による

¡ ⑵ 人格のない社団・財団（法人でない社団・財団）
¡ ㋑ 宗教法人でない宗教団体
¡ ㋺ 信徒会、護持会、崇敬会、同好会、など
¡ ㋩ PTA、町内会、こども会、敬老会、婦人会、青年会、など
¡ ㋥ 政党、政治団体、消費者団体、労働組合、商工会、など
¡ ㋭ 宗教目的の寄附に限らない
¡ ㋬ 政治献金、政党・政治団体への寄附、消費者活動の寄附、など



Ⅱ 法人等による

¡ ⑵ 人格のない社団・財団（法人でない社団・財団）
¡ ㋑ 宗教法人でない宗教団体
¡ ㋺ 信徒会、護持会、崇敬会、同好会、など
¡ ㋩ PTA、町内会、こども会、敬老会、婦人会、青年会、など
¡ ㋥ 宗教目的の寄附に限らない

¡ ⑶ 個人
¡ ㋑ 個人は含まない
¡ ㋺ 表面上は個人でも、法人等の代理人・受託者であれば適用



Ⅲ 寄附

¡ １ 個人から法人等へ
¡ ⑴ 個人から
¡ ㋑ 個人が事業のために行うものを除く
¡ ㋺ 法人等が行うものを除く
¡ ㋩ 信徒会・崇敬会などが行うものを除く
¡ ㋥ 個人が信徒会・崇敬会などに行うものは該当する

¡ ⑵ 法人等へ
¡ 個人が法人等の代理人・受託者である場合を含む



Ⅲ 寄附

¡ ２ 個人と法人等の双方行為（契約）
¡ ⑴ 個人から法人等に、
¡ 無償で、財産権を移転する（贈与）
¡ ⑵ 個人から法人等に、
¡ 個人の財産権を第三者に移転する委託（贈与委託）
¡ ３ 個人から法人等への単独行為
¡ 遺贈、喜捨、寄附、献金、布施、など



Ⅳ 寄附の勧誘

¡ １ 配慮義務
¡ ⑴ 自由な意思を抑圧して、適切な判断を困難にしない
¡ ⑵ 本人・配偶者・扶養親族の生活の維持を困難にしない
¡ ⑶ 法人等を明示し、寄附財産の使途を誤認させない



Ⅳ 寄附の勧誘

¡ ２ 禁止行為
¡ ⑴ 退去を求められて、住居・業務所から退去しない
¡ ⑵ 退去の意思を受けて、勧誘場所から退去させない
¡ ⑶ 勧誘目的を告げず、任意退去が困難な場所に同行しない
¡ ⑷ 電話等による外部に相談する意思を受けて、
¡ 威迫言動を交え、連絡することを妨げる



Ⅳ 寄附の勧誘

¡ ２ 禁止行為
¡ ⑸ 社会生活の経験が乏しいため、恋愛など好意感情を抱き、
¡ 勧誘者も同様と誤信しているを知って、これに乗じ、
¡ 寄附しなければ関係が破綻する旨を告げる
¡ ⑹ 霊感等の能力による知見として、
¡ 本人・親族の生命・身体・財産等への
¡ 重大な不利益の不安を煽り（不安に乗じ）、
¡ 回避には寄附が必要不可欠である旨を告げる



Ⅳ 寄附の勧誘

¡ ２ 禁止行為
¡ ⑺ 借入により、資金調達することを要求する
¡ ⑻ 次の財産の処分により、資金調達することを要求する
¡ ① 本人・配偶者・親族の現住建物・敷地
¡ ② 本人の事業用の土地等・建物・減価償却資産
¡ ㋑ 本人・配偶者・親族の生活に必要な事業に限る
¡ ㋺ 事業の継続に必要な財産に限る



Ⅴ 寄附の取消し
¡ １ 取消しの要件
¡ ⑴ 寄附勧誘の際
¡ ⑵ 法人等が本人に、Ⅳ-２-⑴～⑹の禁止行為をした
¡ ①退去しない、②退出させない、③勧誘場所への同行
¡ ④外部連絡の阻止、⑤恋愛感情等の利用、⑥霊感等による脅し

¡ ⑶ 本人が困惑して、寄附の意思表示をした



Ⅴ 寄附の取消し

¡ ２ 取消しの方法（民法）
¡ 本人から法人等への意思表示（通知）による
¡ ３ 取消しの効果
¡ ⑴ 原則 初めから無効であったとみなす（民法）
¡ ⑵ 例外 善意無過失の第三者に対抗できない（本法）



Ⅴ 寄附の取消し

¡ ４ 取消しの期間（時効）
¡ ⑴ 追認できる時から１年
¡ ただし、Ⅳ-２-⑹（霊感等）の場合は３年
¡ ⑵ 意思表示の時から５年
¡ ただし、Ⅳ-２-⑹（霊感等）の場合は１０年



Ⅵ 扶養する親族のため

¡ １ 扶養する親族のための定期金債権
¡ ⑴ 被扶養親族は、
¡ 本人に扶養してもらう権利のある「債権者」
¡ ⑵ 定期金債権とは、
¡ ㋑ 定期的に、一定の金銭等の支払いを受ける権利
¡ ㋺ 年金、賃料、給与、養育費、保険金、利息、など
¡ ㋩ ここでは、扶養のための定期金債権



Ⅵ 扶養する親族のため
¡ ２ 債権者代位権（民法）
¡ ⑴ 債権者（被扶養親族）は、
¡ 自己の債権の保全のため、
¡ 債務者（本人）の権利を行使できる
¡ ⑵ ただし、債権者は、
¡ 期限が未到来の権利を行使できない
¡ ⑶ 本人に代位して権利を行使するので「債権者代位権」



Ⅵ 扶養する親族のため

¡ ３ 扶養義務等にかかる定期金債権
¡ ⑴ 夫婦間の協力・扶助義務
¡ ⑵ 婚姻費用の分担義務
¡ ⑶ 子の監護義務
¡ ⑷ 直系血族・兄弟姉妹の扶養義務



Ⅵ 扶養する親族のため
¡ ４ 被扶養親族のための定期金債権
¡ ⑴ 債権者（被扶養親族）は、
¡ 期限未到来の部分の保全のため、
¡ 債務者（本人）の権利を行使できる
¡ ⑵ 行使できる権利
¡ ① 寄附の取消権
¡ ② 寄附契約に関する取消権
¡ ③ 上記による寄附給付の返還請求権（寄附金の取戻し）



Ⅶ 内閣総理大臣の措置

¡ １ 報告の徴取
¡ ⑴ 特に必要と認めるとき
¡ ⑵ 寄附勧誘の業務状況の報告を求める
¡ ２ 勧告
¡ ⑴ 不特定・多数の個人に禁止行為があると認められ、
¡ ⑵ 引き続き続行の恐れが著しいと認めるとき
¡ ⑶ 当該行為の停止その他の措置を勧告



Ⅶ 内閣総理大臣の措置
¡ ３ 命令
¡ ⑴ 正当な理由なく、勧告に応じないとき
¡ ⑵ 勧告の措置を命令
¡ ⑶ 命令した旨を公表
¡ ４ 資料の収集
¡ ⑴ 関係行政機関の長に対して
¡ ⑵ 資料の提供、説明、協力を求める
¡ ５ 消費者庁長官に委任



Ⅷ 運用上の配慮

¡ １ 法人等の活動における、
¡ 寄附の役割の重要性に配慮
¡ ２ 十分に配慮
¡ ⑴ 学問の自由
¡ ⑵ 信教の自由
¡ ⑶ 政治活動の自由



Ⅸ 罰則
¡ １ 内閣総理大臣の命令に違反
¡ １年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金
¡ ２ 内閣総理大臣に報告拒絶・虚偽の報告
¡ 50万円以下の罰金
¡ ３ 法人等の代表者・代理人・従業者の違反
¡ 行為者と法人等を罰する
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